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1．我が国の政府調達

（1）調達手続きの分類

　本稿は、インターネットと総合評価方式を用

いた一般競争入札による公共調達の意義につい

て検証を試みたものである。具体的には、入札

方法と価格、インターネットの発達による取引

費用の変化と入札件数、総合評価方式の特徴の

3 点について考察したい。

　 初に、我が国の政府調達制度とその現状に

ついて概観する。一般に、物品と役務を調達す

るための手続きには大きく分けて「随意契約」

と「競争入札」の 2 つがあるが、競争入札はさ

らに「指名競争入札」と「一般競争入札」に区

別される。ここで随意契約とは、政府が発注先

となる企業を 1 社選び、その企業との間で価格

や仕様などの取引条件について直接交渉して決

める方法である。また、指名競争入札は、政府

が候補となる企業をあらかじめ何社か選定して

おき、これらの企業だけが競争入札に参加して

発注先企業と価格が決定される方法である。

　これに対して、一般競争入札とは、取引を希

望する不特定多数の企業が自由に参加できるこ

とを前提として競争入札を行う方法である。表

1 は、以上の 3 種類の調達手続きについてまと

めたものである。このような手続きのなかから、

政府がどのような条件のもとで、どのような手

続きを選択するかは、買い手である政府にとっ

て調達の基本方針となる。

（2）政府調達に関する法令

　我が国では、国や地方公共団体による調達手

続きと契約の基本原則に関して、会計法、地方

自治法などの法律によって定められている。国

による調達については、会計法第 29 条の 3 の

なかで、契約担当官は売買、貸借、請負などの

契約を締結する場合に、原則として「公告して

申込みをさせることにより競争に付さなければ

ならない」、すなわち一般競争入札によって発

注先を決定しなければならないということが定

められている。ただし、例外として、契約の性

質や目的によって発注先の候補が 1 社あるいは

少数となる、緊急を要する、競争に付すること

がかえって不利となる、予定価格が少額である

などの場合においては、指名競争入札や随意契

約を行うことができることが書かれている。

　また、競争の具体的な方法に関しては、予算

決算及び会計令と呼ばれる政令や、契約事務取

扱規則と呼ばれる省令によって決められてい

る。例えば、先ほど述べた「予定価格が少額で

ある場合」の例外規定について、工事又は製造

の請負の予定価格が 500 万円未満のときには指

名競争入札、250 万円未満のときには随意契約

を行うことを認めるということが予算決算及び

会計令によって定められている。
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（3）政府調達の国際的ルール

　戦後の世界経済の貿易自由化は、関税および

貿易に関する一般協定（GATT）とそれを継承

した世界貿易機関（WTO）という多国間協定

と国際機関によって促進されてきた。また、近

年は貿易の自由化のみならず、投資や労働の分

野においても自由化の議論が及び、交渉の対象

範囲が飛躍的に拡大してきた。

　そして物品と役務の政府調達についても、輸

出相手国の政府調達の運用方法が非関税障壁に

なっているとして、外国政府が当該国企業を調

達手続きにおいて差別しないよう政府に強く要

請する声が大きくなってきた。このように調達

手続きに関する国際的なルールの必要性が高ま

るなか、世界貿易機関（WTO）において政府

調達に関する協定が締結された。

　この協定のなかでは、1 件あたりの発注金額

が基準額以上となる物品と役務の政府調達に関

しては、内外無差別や内国民待遇などのルール

を適用し、外国企業も例外なく参加できる形の

一般競争入札によって発注先企業を決定しなけ

ればならないことなどが定められている。

　例えば、国による調達については、IMF の特

別引出権（SDR）を単位として 13 万 SDR 以上

（円換算で 1600 万円以上）、建設工事は 450 万

SDR 以上（同 5 億 8000 万円以上）、地方公共団

体の財等の調達は 20 万 SDR 以上（同 2500 万

円以上）、建設工事は 1500 万 SDR 以上（同 19

億 4000 万円以上）などというのが基準額となっ

ている。

　なお、我が国で協定を適用するための円換

算額は、WTO 政府調達委員会の決定に基づき、

直近 2 年間の IMF 統計による円・SDR レート

の平均値を用いて、2 年毎に見直すことになっ

ている。また、さらに公正性や競争性の高い手

続を確保するために、内外無差別、内国民待遇

の適用基準額を WTO の政府調達協定よりも低

くするなどを政府の自主的措置として定めてい

る。

　以上のように、国内外を問わず、一般競争入

札が、現在 も基本的な調達手続きと見なされ

ていることが分かる。

2．調達制度の見直しとその背景

（1）政府調達の歴史的変遷と近年の変化

　一般競争入札が調達手続きの基本であるとい

う原則自体は古くから存在しており、明治 22

年に制定された会計法のなかにすでに定められ

ている。それにも関わらず、その後の実績や変

遷を見ていくと、長年にわたって一般競争入札

による調達の実績件数はごく少数にとどまっ

ていた。大正 10 年には会計法が全面改正され、

例外的措置としつつも指名競争入札と随意契約

が法律上明確に認められるようになり、その後

これらの調達手続きによる発注が増加した。さ

らに、昭和 12 年には戦時体制のもとで、随意

契約の範囲が大幅に拡大された。

　また戦後期に入ってからも、指名競争入札や

随意契約が調達手続きの中心であった。例えば、

建設工事の入札に関しては、国と地方公共団体

のどちらの場合についても、平成 6 年以前はそ

の多くが指名競争入札による調達であり、一般

競争入札はまったくといっていいほど使われて

いない。

　しかし、平成 6 年以降、この傾向に大きな変

化が見られる。大規模な工事について一般競争

入札の件数が増加し、さらに近年になって小規

模の工事についても増加するようになった。ま

た、建設工事以外の物品と役務についても同様

の傾向が見られる。

（2）入札関連犯罪の抑止

　このような調達手続きの変化の大きな契機に

なったと思われるのは、平成 5 年に起きた公共

工事の指名競争入札をめぐる不祥事と、その後

の政府の制度見直しである。

　茨城県、宮城県、埼玉県などで起こったゼネ

コン汚職事件は、いずれも地方公共団体が発注

する公共工事をめぐって、指名競争入札参加者

に指名するなどの便宜を図った謝礼として政治

家が建築会社から現金を受け取った贈収賄事件

だった。これら一連の事件は、政府調達に関す

る従来の慣行に対して強い反省を促し、入札制

度の大幅な見直しを迫るものだった。

　一方、当時は GATT のウルグアイ・ラウンド
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の交渉が行われ、先ほど述べた WTO の政府調

達に関する協定が締結された時期とも重なって

いた。

　これらを背景として、平成 6 年 1 月に公共事

業の入札・契約手続の改善に関する行動計画が

策定され、このなかで一定金額以上の取引につ

いては一般競争入札を用いることが明示され

た。これにより、外国企業も含めて実績のない

企業の入札への参加が容易になった。

（3）経済理論による入札の比較

　行動計画に関連して、経済理論の観点から重

要と思われるのは、政府の行動計画によって示

されたような入札制度における指名競争入札か

ら一般競争入札への変更が、果たして談合など

の入札関連犯罪を抑止する上で有益なのかどう

かということである。

　このことについて、我々は繰り返しゲームに

関する研究を応用しながら考察を行うことがで

きる。ここで繰り返しゲームとは、固定的なメ

ンバーであるプレイヤー同士が、同じゲームを

何度も繰り返し行い、それぞれのプレイヤーが

各回のゲームにおける利得の割引現在価値の合

計を 大にするように行動する状況をモデル化

したものであり、ここではプレイヤーは入札参

加者、各回のゲームは一回分の入札として解釈

することができる。そして、一般競争入札のほ

うが談合の抑止、したがって価格の抑制という

点から効果があると推測される。

　一般競争入札で談合が起きにくい理由として

は次の二つがあげられる。一つは、参加人数が

多くなる一般競争入札の方が入札価格に関する

談合を行うという協調行動を取りにくいという

ことである。これは繰り返しゲームの理論にお

いて、プレイヤー同士が集団で協調行動を取ろ

うとするときには、なるべくゲームの参加人数

が少ない方が成功しやすいという結果にもとづ

いている。

　もう一つは、一般競争入札では入札に参加す

る企業が通常固定的でなく毎回入れ替わるとい

うことである。そうすると、協調行動を維持す

る目的で、約束に違反した企業に対して他の企

業が私的制裁を課すことが難しくなるため、結

果的に企業による約束違反が起きやすく、談合

が成功しにくくなる。

（4）取引費用の低下

　実際、入札・契約制度における一般競争入札

の適用範囲の拡大にともなって、全体として予

定価格に対する落札価格の割合である落札率が

低下する傾向が見られる。そして、これは財政

再建のためにできるだけ支出を削減したいと考

えている国や地方公共団体にとっては、大きな

利点となるだろう。

　しかし、こうした費用面だけから見ても、落

札価格の低下がすぐに適用範囲の拡大という判

断につながるとは限らない。なぜならば、参加

する企業が少数に限られ、しかも繰り返し取引

する可能性が高い指名競争入札のほうが、入札

や契約を実施したり、業務の依頼内容を説明し

たりするための費用が少なくてすむと考えられ

るからである。経済学ではこのような費用を取

引費用と総称する。したがって、価格の低下に

よる支出削減分が、取引費用の増加分を上回ら

ない限り、費用面では指名競争入札が依然とし

て有利であることになる。

　逆に言えば、入札を実施するための取引費用

が大きく低下したことが、国や地方公共団体の

判断に影響を与え、近年の一般競争入札の件

数の増加につながったとも考えられる。そし

て、この取引費用の低下に大きく寄与している

のが、電子入札あるいはインターネットオーク

ションの発達である。こうした技術の発展が、

これまで随意契約で調達していたような少額の

取引についても、一般競争入札を導入させる推

進力になっていると思われる。

　 近の具体例としては、平成 22 年 7 月、国

が政府調達の手法としてインターネットを用い

たリバースオークションあるいは競り下げ方式

の試行を行う方針を閣議決定したことがあげら

れる。ここで、リバースオークションとは、発

注者が初めに価格をつけてその後入札の参加者

が徐々に価格を競り下げていき、もっとも低い

価格を提示した参加者と取引を行うというもの
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であり、オランダ式オークションとも呼ばれて

いるものである。

　国は試験実施期間中に 13 件で 16 パーセント

あまりの経費削減効果が見られたなどの結果か

ら、インターネットを用いたリバースオーク

ションの導入を事業仕分け以上の経費削減が期

待される政策として高く評価している。

　一方、地方公共団体においては、例えば世田

谷区は平成 24 年度から、公共施設で使用する

すべての電気について、東京電力との随意契約

から一般競争入札による調達に変更している。

また、東京大学や京都大学などの教育機関にお

いてもリバースオークションの施行運用が開始

されており、京都大学では 500 万円未満のすべ

ての調達案件についてリバースオークションを

実施することと定めている。

（5）調達の国際化の動向

　WTO の政府調達に関する協定や我が国の自

主的措置によって、基準額をこえる政府調達に

ついては原則、外国企業も含めたすべての企業

の入札参加を前提に一般競争入札を行うことに

なっている。しかし、その後も建設工事などで

は、外国企業による受注状況にはそれほど大き

な変化は見られていない。

　この原因として一つには、多数の取引先との

間の複雑な調整を要する建設工事については言

語や慣習などの壁があって、実際には外国企業

の受注が難しいということがあると予想され

る。また、発注者が外国企業も含めた一般競争

入札を準備するのにかかる取引費用を回避しよ

うとして、建設工事の調達内容をいくつかの単

位に分割し、基準額を上回らないようにしてい

る可能性も考えられる。もし後者が原因となっ

ている場合には、先ほど述べたインターネット

オークションの普及にともなって取引費用が低

下し、調達の国際化がある程度進展されるので

はないかと思われる。

3．品質の確保と総合評価方式

（1）品質の確保の必要性

　これまでは一般競争入札の導入による「価格

の低下」という観点を中心に論じてきた。しか

し一方で、企業が物品と役務の品質を犠牲にす

ることによって費用を削減しようとするのでは

ないかという、いわゆる「品質の低下」に関す

る懸念も広く指摘されてきた。そして、まさに

この品質に対する不安が、我が国で長らく指名

競争入札が調達の基本となってきた大きな要因

の一つでもあるのだろう。また、品質以外にも

納期の早さなどが政府にとって重要になる場合

も少なくない。

　ところで、一般競争入札のなかでもとくに、

価格のみにもとづいて落札企業を決定する方法

のことを「価格競争方式」という。もし物品と

役務が十分に標準化されているか、あるいは仕

様がきちんと明示しうる場合には、価格競争方

式による一般競争入札でも品質に関してそれほ

ど問題は生じないと思われる。

　しかし、作業工程が複雑で多岐にわたる大規

模な公共工事などのように、品質に関して政府

と企業との間に情報の非対称性がある場合につ

いては、価格競争方式ではダンピング受注や不

良工事の問題が発生する危険性がある。つま

り、表２に示されるように、各業者が供給する

物品と役務がすべて同質的であるならば、品質

の違いはそもそも問題にはならず、純粋に価格

だけが評価基準になるはずであり、品質の確保

が問題になるのは、業者によって供給する物品

と役務が差別化されている場合であると考えら

れる。

（2）スコアリング・オークションとしての総

合評価方式

　この品質の確保という観点から、費用削減と

談合の排除、ダンピングの防止、不適格業者

の排除の両立を目指し、平成 17 年 4 月に「公

共工事の品質確保の促進に関する法律」、いわ

ゆる「公共工事品確法」が施行された。この法

物品と役務の特徴 調達の分類

同質的である 価格競争方式による調達

差別化されている 総合評価方式による調達

表 2：一般競争入札の分類
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律では、一般競争入札を用いた公共工事の受注

先企業の選定において、入札者の技術や実績な

ど価格以外の要因を落札者の決定に反映させる

「総合評価方式」を原則として用いるとされて

いる。そして実際、公共工事品確法が施行され

て以来、多くの物品と役務の調達について、総

合評価方式によって実施されるようになった。

経済学では、価格以外の要素を評価して受注先

企業の選定をする方法のことを「スコアリング・

オークション」と呼ぶ。先ほどの総合評価方式

はこのオークションの考え方にもとづいた制度

の一例である。

　一般的なスコアリング・オークションについ

ては、Asker and Cantillon（2008）が以下のよう

に定式化している。ある買い手が分割不可能な

物品または役務を調達したいと思っており、こ

の財を供給できる潜在的な売り手が複数存在し

ているものとする。そして、それぞれの売り手

の提供する物品や役務に対する買い手の評価

は、価格といくつかの価格以外の要素からなる

関数によって数値化される。そして、スコアリ

ング・オークションとは、各売り手が競争入札

において物品と役務の価格と品質の組み合わせ

を提示し、買い手はあらかじめ定めた評価方法

に基づいてスコア、すなわち評価点をつけ、こ

れが 高値の売り手に対して発注を行うオーク

ションである。

　米国の連邦政府および州政府においても、価

格競争方式にもとづく一般競争入札ではなく、

価格以外の要素も考慮に入れた「交渉入札方

式」と呼ばれる総合評価方式と同様のスコアリ

ング・オークションによる調達が一般的になっ

ている。

（3）評価値の算出方法

　我が国は調達制度の改革にあたって米国の制

度を参考にしたといわれていることもあって、

我が国と米国の一般競争入札の実施方法に関し

て多くの類似点が見られる。一方で、価格以外

にどのような要素が評価基準に用いられるの

か、またどのように評価点の重み付けがなされ

るかなど、具体的なスコアリングの方法につい

てはさまざまな面について相違点が見受けられ

る。

　日米の評価制度のもっとも大きな違いは、評

価値を算出するための方式の違いである。一般

に、スコアリング・オークションにおける評価

値の算出には、主なものとして以下の二通りの

方式が考えられる。一つは「除算方式」と呼ば

れるものである。これは、価格以外の要素を数

値化し、標準点と加算点からなる技術評価点を

入札価格で割って評価値を算出する手法であ

る。除算方式で算出される評価値は、価格当た

りの工事品質を表す。

除算方式の評価値

＝　技術評価点　　　　÷　入札価格

＝　（標準点＋加算点）　÷　入札価格

　もう一つは「加算方式」と呼ばれるものであ

る。この方式は入札価格にもとづいて作られる

価格評価点と価格以外の要素を数値化した技術

評価点を足し合わせることによって、評価値を

計算する方法である。

加算方式の評価値

＝　価格評価点　＋　技術評価点

＝　100　×（1 －入札価格÷予定価格）　

　　＋　技術評価点

　そして、これら二つの方式のうち、米国の「交

渉入札方式」では主に「加算方式」が採用され

ているのに対して、日本の「総合評価方式」で

はほとんどすべての政府調達で「除算方式」が

採用されている。

（4）技術評価点の評価項目

　評価制度のもう一つの違いが、スコアリング・

オークションにおいて重要な位置を占める技術

評価点の内訳となる評価項目である。

　米国において、技術評価点は一定金額以下の

物品、建設工事などの役務の調達について、少

数民族や中小企業、女性オーナー企業の受注機

会を増やすために、これらの事柄を考慮し、優
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遇する方針をとっている。

　一方、我が国では、技術評価点の評価項目と

して、施工計画や技術者などの施工能力に関す

るものや手持ち工事量などに加えて、地域内

に本支店、営業所があるかどうかという地理的

条件、災害協定やボランティア活動等による地

域貢献の実績があるかどうかといったものが実

際の評価項目のなかに入っている事例が見られ

る。また、これらの項目が技術評価点として認

められることは、国が定めた国土交通省直轄工

事における「品質確保促進ガイドライン」のな

かでも明記されている。

4．総合評価方式の特徴と課題

　このように、我が国と米国ともに同じスコア

リング・オークションによる一般競争入札を用

いているという共通点はあるが、評価値の算出

方式や技術評価点の評価項目に大きな違いが見

られる。技術評価点の評価項目の自由度が高く、

さまざまな項目を加えられるようにしているこ

とは、物品と役務、地域の特性や各省庁や地方

公共団体の目的などを考慮して一般競争入札を

設計できるという点では一定の合理性があると

思われる。

　実際、総合評価方式は価格競争方式に比べて

落札価格は高くなる一方で、品質の問題につい

ては緩和される傾向があることが確かめられて

いる。すなわち、総合評価方式による一般競争

入札は、価格と品質の両立をはかる上では、バ

ランスのとれた方式になっているといえるだろ

う。

　一方で、発注者が特定の評価基準を用いるこ

とにより、恣意的かどうかに関わらず、結果的

に一部の業者が有利となり、指名競争入札の場

合に指摘されたのと同じような問題が起きる可

能性はないのだろうかという懸念は残る。この

点については、国土交通省も平成 21 年 2 月の

報告書「総合評価方式の総点検」でも過度な技

術提案や恣意的な評価が行われているのではな

いか、受注者や発注者への負担が大きいのでは

ないかなどとその問題点を指摘している。

　したがって、発注者である国や地方公共団体

による評価の自由度や柔軟性を一定程度認めつ

つも、競争の公平性を維持し、恣意的な運用に

陥らないようにするための枠組み作りが、一般

競争入札での総合評価方式の活用において重要

な検討課題になると思われる。
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